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6 南 農 林 第 1373 号
令 和 7 年 2 月 14 日

農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、公表します。

市町村名
(市町村コード)

南島原市
(42214)

地域名
(地域内農業集落名)

清谷

(清谷、梅谷、崎谷)

協議の結果を取りまとめた年月日
令和7年1月30日

(第2回)

注2:「協議の結果を取りまとめた年月日」欄には、取りまとめが行われた協議の回数を記載してください。

1 地域における農業の将来の在り方

(1)地域農業の現状及び課題
・高齢化と後継者不足である。
・地域外の耕作者が増加傾向であり、地域内連携に多少の難しさがある。
・農用地の形状に課題があり、作業効率が思うように上がらないところもある。
・兼業や非農家が増加傾向である。
・耕作条件の悪い農地、周辺が山林に面した農地(特に水田)は、遊休農地化が心配である。・耕作条件の悪い農地、周辺が山林に面した農地(特に水田)は、遊休農地化が心配である。
・基盤整備から一定期間が経過し、湧水問題や排水機能の低下が課題である。
・- 部で法人経営により規模拡大に取り組んでおり、期待される。
・新たな作物導入は慎重に検討が必要である。
・外国人雇用に取り組んでいあるが、労働力不足は課題である。
・価格の安定化が課題である。
・道路や水路、また施設設備等の維持管理は大変であり、予算確保が難しい。
・有害鳥獣対策が必要である。

(主な作物)馬鈴薯、玉葱、アスパラガス、レタス、ブロッコリー、高菜、インゲン、水稲、飼料作物 (畜産)など

(2) 地域における農業の将来の在り方
・馬鈴薯や玉葱等の露地栽培とアスパラガス等の施設栽培や飼料用作物など、栽培技術と生産性の向上を図
り、農地の集約化等に配慮しながら収益力の向上を目指す。
・高齢化が進み後継者のいる農家が減少していることから入り作等が期待される。
・農地利用者の確保・育成と農地の団地化や集約化に配慮し、担う者へ農地の再分配を推進する。
・高齢化が進み後継者のいる農家が減少していることから入り作等が期待される。
・農地利用者の確保・育成と農地の団地化や集約化に配慮し、担う者へ農地の再分配を推進する。
・農作業の効率化を図るため施設・設備等の改善、先端技術やスマート農業等の導入を進める。
・地域農業の持続的な発展に向けて、雇用の拡大や必要な営農条件整備を進める。
・地域と担う者が一体となって、農地を有効活用していく体制づくりを進める。

2 農業上の利用が行われる農用地等の区域
(1) 地域の概要

区域内の農用地等面積

うち農業上の利用が行われる農用地等の区域の農用地等面積

(うち保全・管理等が行われる区域の農用地等面積)【任意記載事項】

19.6 ha

うち農業上の利用が行われる農用地等の区域の農用地等面積 19.6 ha

(うち保全・管理等が行われる区域の農用地等面積)【任意記載事項】 ‐ ha

(2)農業上の利用が行われる農用地等の区域の考え方(範囲は、別添地図のとおり)
基盤整備事業を実施した農用地(農振農用地区域内の農用地)を優良農用地として維持する。 1

　
注:区域内の農用地等面積は、農業委員会の農地台帳等の面積に基づき記載してください。



3 農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

(1)農用地の集積、集約化の方針
担い手短腺忙農業者・認定刑ー桃就農者等)を中心に、農地利用最適化推進委員等やまこ=.歌員が連携し、担う
者へ農用地の集積・集約化を推進する。

(2)農地中間管理機構の活用方針
如 也 ★ + - . ・一 "

裡)者の経言意向を命ふえ、積ィ襲的に農地中間管理機構を活用する。
段階的に集積ー集約化を推進する。

(3)基盤整備事業への取組方針
特に担い手のニーズを踏まえ、基盤整備地(優良農地)として効率的な利用に務める。
基盤整備地でも活用できる各種事業について、今後検討する。

(4)多様な経営体の確保・育成の取組方針
農学に孝三綱の減少に伴い、三雲を甘じ,肋関体・…ーーや各種団体で・車犠し、他儒震堂′会‘囲「ザ閣じ希望 りる多様ム i
営体についても確保・育成する必要がある。
雇用等を契機に、就農希望者には支援等を決罰デモ必要がある。

(5)農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の活用方針
農作業の効率化を図るためJAや生産組合をはじめ農業法人や集落営農組織等への作業委託を推進する。
省力化機械及び設備の導入や共同作業による作業受委託など、効÷二i′三苫農±÷会副うる。

以下任意記載事項(地域の実情に応じて、 し、取組方針を記載してください)
マート農業 国 ④畑地化・輸出等国 ①鳥獣被害防止対策 図 ②有機・減農薬.減肥料 国 ③スマート農業 国 ④畑地化.輸出等 国 ⑤果樹等

国⑥燃料,資源作物等 図⑦保全・管理等 国⑧農業用施設 国⑨耕畜連携等 国⑲その他
【選択した上記の取組方針】

ための、侵入防止柵や保護シート等の設置(更新)を地域で検討する。
;‘や肥料の低減など、経費削減や環境に配慮した営農を目指す。
マート農業に関する情報を収集し、導入に向けた検討や実践に取り組む。
産,加工・販売等、農産物の付加価値を高める取り組みや販路拡大を検討する。

、農地に適合した作物導入を検討する。
の削減や飼料作物及び穀物栽培など、資源作物等の導入・拡大を検討する。
水路等及び施設・設備等の保全管理に取り組む。
集団化も検討しながら計画的な機械・設備の導入を検討する。

家と連携した効果的な施肥等や福祉施設等と連携した労働力確保等を検討する。
農業を担う者等の変更が生じた場合には、地域計画の見直しを農業委員・農地利用最適化推進委員

の代表者等への確認や書面及びホームページ等による簡易な方法による協議を行う。


